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～特集 各職場からの報告～ 

 

 

 

 

たびたび機関誌でも取り上げて頂いたエルライン事件に大きな進展がありました。 

≪事件の背景とこれまでの経緯≫ 

㈱エルラインは摂津市の運送会社で主に関西の主要駅ビルなど

に店舗を展開するスーパーマーケット、パントリー・ラッキーを

経営している㈱大近の子会社です。主に親会社が経営しているス

ーパーへの配送業務を任されています。 

私は部長をしていましたが、取締役本部長農端のパワハラ行為

により 2015 年 10 月末の会議の場で予告なく突然、運転業務に特

化すると言う業務命令を受けました。 

私は 2015 年 11 月に組合に加入し、パワハラ行為を改め元の職場職責に戻すように訴えてきま

した。組合活動としてこれまで 14 回の団交、府労委に対し 3 件の不当労働行為救済申立て、大阪

地裁へ長時間労働に伴う未払い賃金請求の提訴、茨木労基署へパワハラと長時間労働による労災

申立てを行い、同時に大近本社及び店舗への情宣活動、取引先への投書なども複数回行って闘っ

てきました。 

府労委では 2 件の事件に対し 2017 年 11 月組合側全面勝利の命令書を勝ち取りましたが、会社

側の中労委へ再審申し立てにより現在も継続中です。大阪地裁（未払い賃金）でも 2018 年 2 月

完全勝利の判決が出ましたが、高裁へ控訴されていました。 

≪労災認定と和解成立≫ 

この様な状況での争いは当初から圧倒的に組合有利で進めてきました。そんな中、2018 年 3 月

労災認定となっていましたが、私は通知に気付いていませんでした。皮肉にも 2018 年 7 月の府

労委反対尋問の際に会社側弁護士から「認定の可否が決定しているにも拘らずなぜ報告しないの

か」と聞かれたことがきっかけで認定の通知に気が付いたというものでした。後日茨木労基の担

当者に決定理由を尋ねた所、申請に関しての一番の原因が農端本部長によるパワハラでの精神疾

患であったので認定に時間を要したが、最終的にパワハラ以外の複数の要素の中に基準値を大き

く超える長時間労働があったのでこれらを含めて認定に至ったことを確認しました。 

一方、会社の大阪高裁への控訴（未払い賃金）は、新たな証拠が無いことから一審の判決がそ

のまま認定され、そのまま行けば控訴棄却がほぼ確定的でした。そんな中、裁判官によって和解

の提案があり 2018 年 7 月判決の 1 週間前に和解が成立しました。和解内容は一審判決を上回り、

解決金として１，０３９万円というものでした。位田弁護士・仲村書記長・Ｏ執行委員を筆頭に

速報！ 

エルライン事件未払い賃金裁判 和解成立と労災認定！ 



4 

 

多くの組合員の皆様に支えられたおかげで長年にわたって心折れること無く闘う事ができ、組合

側完全勝利という結果に感謝の言葉が見つかりません。 

しかし、労働争議の一番の問題はまだ解決していません。私を元の職場職責である運輸・業務

部長の立場に戻し、争議の首謀者農端博之取締役本部長の解任を勝ち取るまで、更に気を引き締

めて争議の根本的解決に向けて、今後も徹底的に闘う覚悟であります。 

皆様の変わらぬ支援を今後共どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 昨年の４月に突然、営業本部長と総務部長から別室に呼び出されて、生まれて初めて会社から

取るに足らないような基礎的な単純ミスの指摘など 6 項目にわたり業務改善指導書という書面を

渡されました。 

まさか自分の身の上にと思い本当に驚きましたが、指

定された期限内に言い分を文書で提出するのか、業務改

善指導書の内容を認め署名して提出するのか、いずれか

の選択を迫られるように書かれてありました。受け渡し

のときに、事実と大きく相違していると思える項目の内

容について根拠と理由を主張させていただきましたが、

当然のように聞き入れてもらえず、改善されない場合は

１か月間の様子を見て、解雇の可能性があるとか、高圧

的な言動で退職勧奨の詰問をされました。私なりに対峙

して２度にわたり退職勧奨に抵抗しましたが会社と個人

とでは対等な立場ではないことを痛感させられました。 

怒り心頭に発する傍ら、どう対応していけばよいのか、どのように対策すればよいのか途方に

暮れて考えていたときに、会社と対等な立場になって話をするには労働組合しかないかなと思い

立ち、営業の仕事の関係先で以前から管理職ユニオンは噂に聞いていたこと、イメージがよかっ

たことから、すぐにホームページで確認してみました。仲村さんが書記長でやっておられている

のがわかりましたので、仲村さんにお会いするため、すぐ電話を入れて日時を決め相談すること

になりました。お会いして私の状況を説明すると、本気でどうしたいのかと気迫に満ちた聞き取

りと目力に圧倒されている自分に気付きました。仲村さんなら間違いない、この人なら大丈夫か

もしれん、久方ぶりに情熱に溢れた方だったので感心致しました。仲村さんの助けを受ければ闘

っていけると直感しましたので、その場で加入を決めました。 

その後、会社から突如、昨年の5月31日に個人で専用使用していたパソコンを取り上げられて、

6 月 1 日から総合職の営業から一般職の清掃に異動させられる辞令を発令してきましたので、そ

の日のうちに団体交渉を申し入れしました。団体交渉は、第 1 回目昨年の 6 月 21 日に始まり本年

6 月 26 日の 1 年間で合計 5 回やりました。配置転換で全くやったことがない清掃は肉体的に負担

でありましたが、掃除の機械や道具をこの部署の人達と同等に使いこなしたるとの思いが自分の

ファイティングポーズと団体交渉での勝利報告 
組合員Ｙ・Ｍ 

 

 

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC 

http://a3architect.blog57.fc2.com/blog-entry-34.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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中で炸裂し積極的に作業をしました。 

その都度、団体交渉の申し入れ書は自分のデスクの上に見えるようにファイリングし、団体交

渉の音声録音記録を文書化し議事録として作成し同じようにデスクに目立つように置いて、他の

社員へ見えるようにアピールしました。事務所内では、私と喋ることが営業本部長の耳に入るの

を恐れるような暗黙のルールで、表立って話をすることはなく、帰宅途中でこっそりと話をした

り、メールのやりとりで情報を得たり、今でもその状態は続いています。それでも毎日、事務所

に戻ってくるとき「ただいま」とフロア中に響き渡るイメージで馬鹿でかい声で挨拶し、ファイ

ティングポーズを示すため帰宅するときは、まずは営業本部長のデスクに近寄って至近距離から、

目を見て、（今日も頑張って来たぞ、負けへんぞと）睨みつけて大きな声で、「お先です」「お疲れ

っす」と罵倒するつもりで声をかけ、事務所の皆様にも「お先です」と元気良く張り切って声を

出して帰っています。 

3 回目の団体交渉で、会社から「お互いに歩み寄る、こっちの部署に来ると掃除で一人雇わな

いといけない、過去にいろいろあったけど、今日以降はそういう話をしていければと思います」「復

帰して確定させてから募集をかけます」と戻る方向で方針を打ち出したかのような発言が飛び出

しました。3 か月間は様子を見ましたが会社に何ら動きがなかったので、4 回目の団体交渉を申し

入れ、今度は書面で「復帰させられるか否かについて、その回答を行うために必要な協議をしま

す。回答については 2018 年 5 月末日までにＦＡＸにて回答します」と初めて書面回答がありま

した。しかし、ぎりぎりの回答期限である 5 月 31 日の 22 時 52 分にＦＡＸで「会議において、

諸般の事情により現時点においては、現状のままの業務内容を継続していただくこととなりまし

た」とふざけた内容でしたので直ぐ様 5 回目の団体交渉を申し入れました。 

追い風になったと思っていますが、会社の経営者が 7 月 2 日より、800 人を超える従業員が在

籍する会社に全株式譲渡となる完全子会社化で買収されることが決まり、経営陣はすべて刷新さ

れて、代表取締役社長には親会社から就任することも決まっていましたので、営業本部長と総務

部長は旧経営陣の後ろ盾がなくなる以上、畳み掛ける絶好のチャンスとは思っていました。 

5 回目の今回の 6 月 26 日の団体交渉では、会社側の主導者として参加する営業本部長と総務部

長に仲村書記長が労使対等としてあなた達は不適格であると理由を述べられて怒号の如く叱りつ

けて、社長の意向で戻さない方針なのか確認して会社からその書面を出してもらうから、この場

ですぐに社長へ電話しろと詰め寄った。総務部長がすぐさま社長へ電話をして、現社長は電話の

応答がありませんでしたが、新社長には電話が繋がり、7 月 2 日までは、今は話をすることがで

きませんとのやりとりがあったあと、仲村書記長は、総務部長に対し現社長と連絡をとって、元

に戻すことについて本人のヒアリングと新社長・現社長の社長同士で話し合いの回答を現代表取

締役社長印を押印のうえ書面を提出させるように約束を取りつけました。それについては期日ま

でに約束どおり書面で回答されて来ました。 

 この甲斐あって、先日の社長面談で掃除は 8 月までやってもらって、9 月 1 日から一般職の業

務から本来の総合職の業務に戻って事務職をやりながら営業業務にも携わっても構わないという

私にとっては破格の待遇を勝ち取りました。これはひとえに仲村書記長の団体交渉の助けがあっ

てこそでありましたので、感謝の念と敬意を表したいと思います。 

これまで、私の団体交渉を応援いただきまして、誠にありがとうございました。今後なきこと

を祈りますが、もしも、私に何かあったときは皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
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株式会社河野商店は食品を中心とした卸商社で、本社は大阪市内にあります。得

意先は企業や病院等に入っている売店が中心であり、他に直営売店を 9 店舗展開

しています。私は 2016 年 11 月に入社し、経理業務に従事しております。 

 心機一転、新しい職場で頑張ろうと思っていたのですが、実際に入社してみてそれは驚きの連

続でした。まず驚いたのは一人に一台パソコンがないことです。販売管理専用のパソコン 2 台を

除いては、作業用パソコンが 2 台あるのみです。普段の実務は書式が違うものの同じ内容を何度

も書くため二度手間を強いられ当然、時間がかかります。しかしながら残業になっても手当は一

円も出ません。振り返ってみれば、入社時の面接の時に「残業代は出ません」と社長に言われた

のが気になっていたのですが、現状を思うと何となく分かるような気がします。 

 もう一点はタイムカードがない事です。時間給のアルバイトと試用期間中の正社員には手書き

のタイムカードがありますが試用期間後はそれもありません。つまり会社が労働時間を全く管理

しておらず、社員が手帳に記録するなどして個々に把握するしか方法がなく、労務管理のずさん

さを感じました。 

 定時は 8 時 30 分～17 時 30 分（1 時間休憩）の 8 時間労働ですが、入社した初日から退社時間

は 20 時 20 分で、その後は 21 時、22 時台が常態化しており、日によっては 23 時台の時もあり

ました。月末や月初には土曜日も出勤しました。当然、体が休まるはずもなく、いつ病気になっ

ても不思議ではない状態でしたが、大事な生活の糧であることを支えに就労してきました。 

 入社から 1 年半経った 5 月、試用期間後も手書きのタイムカードに記入した労働時間を基に、

未払いになっている残業代を計算してみました。すると多額の残業代が発生しており、さらに残

業時間も多い時で月に 100 時間を超えるなど異常な状態だったことが改めて分かりました。ただ、

当然の権利でありながら、請求した社員はおらず、言わないのが普通のような雰囲気が会社にあ

りました。 

私も随分と迷いましたが、今後の就労のことも考え現状を仲村書記長に相談し、5 月 28 日、「組

合加入通知書」と「団体交渉申入書」を会社に提出しました。その後、団体交渉までの会社の動

きは以下の通りです。 

 

5 月 29 日 社長より組合を通さずに直交渉を持ちかけられ、一度は受け入れる。 

5 月 30 日 改めて組合を通して団体交渉をする旨を社長に伝える。社長より、これによって

遺恨が残ると言われる。 

6 月 11 日 社長より日報の提出を命じられる。 

6 月 11 日～7

月 11 日 

パート女子社員 H より、退社前の時刻通知を受ける。15 分前です「5 分前です」

「時間ですから、帰って下さい」のように。 

6 月 18 日 退社が 17：55 になり今後、残業する時は私（社長）か H の許可を得ることとし、

許可しないと残業と認めない旨の通知を受ける。 

～団体交渉報告～未払い賃金を支払わせた！ 

MU 組合員  Ｋ．Ｎ 

http://01.gatag.net/page/95/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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7 月 09 日 退社が 5 分ほど遅れた事で、パート H は社長に電話。社長より、「女の子に迷惑

がかかってる、大人なら理解して早く帰りなさい」と。 

7 月 10 日 社長より携帯電話を持たずに、会長室に来るよう言われる。・スマホで録音するし

か身を守れないのか！と責められる。・パート H に時刻通知を命令したことを認

める。・11 日の団体交渉に出席すると明言する。パート H は時刻通知の方法を口

頭から機械の自動音声に変える。 

 

 そして 7 月 11 日(水)19 時より、団体交渉が行われました。組合側からは MU や KU の組合員、

13 名程参加して下さいました。一方、会社側からは社長の他、弁護士が 2 名でした。以前に別件

での相手方弁護士だったようです。交渉は残業代の話から始まりました。弁護士は約 20 分ほど質

問してきました。 

  ・10 分単位や 1 分単位で記入しているが、日々記入していたのか？ 

  ・入社してから、すぐに残業しているが何をしていたのか？ 

・指導者の○○さんが帰った後も、そんなにやる仕事があったのか？ 等々。 

質問後、タイムカードの記入内容の確認や鍵を持たない私の退社時間の裏付けを取るため、警

備会社に確認をするなどの話で進みました。 

 次に上記、団体交渉までに受けて来た私に対する嫌がらせに話が及びました。特定の社員に対

する日報記入や定時退社を命じる差別的取り扱いが中心でした。『機械音声による時刻通知など人

権侵害だろう』『そのパートをここに呼べ』と、一部の組合員からかなり激しい口調で怒号が飛び

ました。私も機械音声の件は社長に指摘しました。弁護士は初耳だったらしく社長に確認後、社

長も内容を認めて時刻通知は止めさせるとの返事をしたのでいったん、矛を収めました。最後に

タイムカードの内容を確認し弁護士に連絡することで終了となりました。 

 翌日以降、機械音声による嫌がらせは止まり社長もやや静かになりました。ただ、油断は禁物

です。人権を守るため音声録音の準備は怠らないつもりです。 

後日、弁護士から連絡があり、未払い残業代は全額を支払うとの回答でした。ただ、資金繰り

の都合があるために分割で支払いを希望しているようですが、経理の立場もあるので、それには

柔軟に応じる予定です。 

 最後になりましたが仲村書記長をはじめ、岡本執行委員他、多くの組合員の方々が私のために

時間を割いて参加していただいたことに感謝いたします。皆さんの応援を力に今後の就労に取り

組んでいく所存です。 

 

 

 

 

 

 

 2016年 6月から、『NPO法人さかえ会』が運営する生活介護施設「フォーワーク」と居宅介護

「清明大ヘルプサービス」の 2事業所で、パート従業員として働き始めました。働きながら勉強

もし、介護福祉士の資格も取得しました。人手不足の時は 1週間休みなく働いたこともあります。

解雇撤回・謝罪まで頑張ります！ 
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職場の仲間に対しても利用者さんに対しても誠実に向き合い、事業にも貢献してきた自負があり

ます。 

 慢性的な人手不足を背景に出勤日数が多かったこともあり、昨年度の給与は扶養控除の 

範囲を超えました。資格を取得したこともあり、今後は扶養の範囲を超えて働きたい意思を、今

年の 4月頃、会社側に伝えました。6月分の居宅介護シフト表とフォーワーク「ヘルパー出勤希望

表」を受け取り、記入して提出する直前の 5月 23日、突然事務室に呼び出され、事務長から、「私

は雇い主、あなたは雇われている人です」との前置きの後、以下のようなことを言われました。 

「職員Ｅ氏があなたと合わないので精神的に辛く退職したいと言っている。一人の職員を育成するの

に50万円かかっており当施設としても損害となる。他の職員に事実確認したところあなたがＥ氏にパ

ワハラをしたと言っている」（そもそも事実ではありませんし「パワハラ」と言うのもおかしなことです） 

「新人に対して自分のやり方を強要している。利用者に対する言葉遣い等を職員に対して注意する。

パートの分際でそのようなことを職員に言うべきではない。新人を教育するのに不適切である」（事

業所のマニュアルを守って利用者さんに対応するよう意見を言ったことはありますが批判されるべき

ことではないでしょう） 

「利用者Ｍ氏から、職員に対する苦情の文書を受け取ったが、Ｍ氏は知的障害があるため、そのよ

うな文書は書けない。問いただしたところ、あなた書いたものだそうだ。このような文書を書くことによ

り利用者に無用の不安を与えた」（利用者さんから依頼されて代筆し内容を確認してもらって渡しまし

たがこれも事業所のマニュアルに沿った行動です） 

これらについて、事実と違うと説明しても、事務長は目も合わさず無視しながら、一方的に「こ

れらの行為は懲戒に値する。辞めてもらう。1か月前の解雇予告に制限があるので 6月分の給料は

払う」などと主張しました。あまりのことに怒りがこみ上げてきて「こんなところで働けるか」

と言ってしまいました。すると事務長は薄笑いを浮かべて「正社員登用

の道もあったが残念だ。まあＥ氏がいたのが不運だと思ってくれ」と言

いました。 

繰り返し「懲戒」の語を浴びせられ、退職を強要されていると感じま

した。これこそ「パワハラ」以外の何物でもありません。今春以降、介

護福祉士資格取得や社会保険適用等、人件費上昇が予想される状況にあ

ったことから、退職強要による人件費抑制を図っているのではないかと

思いました。 

 5月 24日に関西ユニオンに入り、団体交渉の申込をしました。5月 29日、初回の団体交渉の席

上、事務長より「あなたの履歴書を見ると介護職としては 1年未満の勤務が多いが、これは職場

での協調性のなさの表れである。子供も障害児だ」という趣旨の発言がありました。この発言は、

交渉内容とは何の論理的なつながりもない、人格攻撃であり、かつ露骨な障害者差別でもありま

す。過去の転職は家族事情や職場事情によるもので、批判されるような問題ではありません。こ

の発言については、公の場での人権侵害として、撤回の上、謝罪を要求したいと思います。 

 6月に入って、突然弁護士名での内容証明が届きました。その内容は「懲戒も解雇もしていない。

本人から退職の申し入れがあったため、5月末で雇い止めにした」というものでした。これまでの

事実経過にも合っていませんし、初回団体交渉の内容とも整合性がありません。会社側が、自分

の行為を正当化できなくなって、その場しのぎの言い逃れに走っているとしか思えません。 
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 介護職の労働環境が劣悪だとよく言われますが、この職場でも、実質休憩なしの連続勤務にも

かかわらず、休憩時間として時給が引かれます。利用者さんとの一泊旅行にも手当もつきません。

連続 24時間以上働いている職員も珍しくありません。持病を持っている人に週 3回の泊り勤務を

入れることもあります。労基法等の勉強をしてみると、あれもこれも違反だらけじゃないのかと

改めて感じます。 

 こんな会社許せません。解雇撤回と謝罪を求めてがんばるつもりです。 

 

 

 

 

 

 

先日、私の会社で就業規則変更のための従業員代表選挙に立候補しました。 

〇就業規則変更における従業員代表の役割 

会社には従業員に向けて社内における規則、就業規則というものがあります。その就業規則に

は労働時間、休日、休暇、賃金など、従業員が会社で必要とされるルールが記載されています。

この規則をいつでも社長が自由気ままに変更することは出来るというわけではありません。 

労働基準法では労働条件の決定にあたっては労働者の過半数を代表する者の意見聴取を行うこ

とを義務付けています。おそらく労働組合を想定したものと思われますが、すべての会社に労働

組合が存在するわけではありません。(勿論、私の会社はありません。)その場合に組合の代わり

を担うのが従業員代表(民主的に選ばれた従業員の過半数代表)です。私はこの代表に立候補しま

した。 

〇私が従業員代表に立候補した理由 

私が立候補した理由は 2 つあります。今までどおり、今後も会社幹部が一方的就業規則改悪を

する可能性がありました。私は組合員であり、おそらく私１人だけに対してであれば組合の力を

借りてこの改悪に対して無効にすることは可能と推測しております(個人的にはあまりメリット

がありません。雑用が増えるだけです。)。しかし、組合員でない同僚達が改悪ルールに反対する

は難しいことだと思います。そのような行動をすれば会社幹部に目をつけられ苦しい立場に追い

やられることでしょう。自分だけでなく、みんなの為の良い会社を構築していくためには従業員

代表になって同僚が言いにくい反対意見を幹部に述べていかなくてはいけないと思いました。こ

れが一つ目の理由です。 

二つめの理由は現在、私は組合の仲間の力を借りて就業規則の改善交渉をしております。約 10

年前に会社幹部がなんの通知もなく、就業規則を改悪したものを私達従業員が放置したために有

効になってしまった規則があります。これを撤廃するよう組合員の仲間たちが一生懸命助けてく

れています。自分の会社に対して仲間が一生懸命に助けてくれているのに就業規則に関わる行事

に私が何もしないわけにはいかないと思い立候補しました。 

〇選挙の結果 

選挙の結果ですが、予想どおり落選しました。特に前もって予告されていたわけではなく、選

従業員代表選挙に立候補しました！ 
組合員 V 
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挙演説も何を言っていいのかわからない状況だったので的を得ていない演説となりました。シナ

リオ通り会社幹部が前もって選んでおいた立候補者が当選となりました。しかし、その中でわず

かですが、私に投票してくれた人がいました(０票の立候補者もいた中で)。棄権した人もいまし

た。わずかながらですが、会社改善に対して会社幹部だけに頼らず、従業員側からもアクション

していかなくてはならないという意識を持つ人たちがいるということが確認できました。この確

認は大きなものだったと思います。 

〇最後に 

私の持論ですが、就業規則変更を含む会社改善を会社幹部だけ任せていくのはよくないと思い

ます。以前の私は会社幹部は親のようなもので一生懸命頑張って結果を出せば、認めてくれるよ

うな幻想を抱いておりましたが、それは間違いであり甘えすぎだと近年気づきました。最近は解

雇が合理化の神髄と勘違いする経営者、元経営者を見かけます。そんなことを真に受けて実行す

れば痛い目に合うのですが、それでもリストラに信念を掲げて解雇に固執するどうしようもない

経営者を見かけます。そういう間違った信念を持った経営者に会社改善を任せて良くなるとは考

えられません。従業員からも会社改善をしていかないと幹部都合の間違った方向性を持つ会社に

なりかねないと思います。ということで会社改善の一歩として従業員代表に立候補することを皆

さんにおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

私が、関西ユニオン加入のきっかけは、勤務先の株Ｍの基本給の 25000円の引き下げの同意要

求でした。㈱Ｍは、若い社長の運営する、社員３０人あまりの零細企業です。業種は、テレビで

も話題になった金、プラチナ買い取りの押し買い業者です。私はテレホンアポインターをしてい

ます。 

就業規則はなく、社長がやりたい放題のブラック企業でした。サービス残業当たり前、業務終

了後の掃除、買い取り荷物の整理、運搬等々、アポインターは営業《査定員》が最後の客先から

でるまで、会社内待機で帰れませんでした。私は、多少労基法知っていたので、しばしば会社方

針に従わず残業拒否で帰宅していました。すると、社長からそんなに早く帰りたいなら、お前だ

け、定時から、１時間早く帰してやるから、基本給 25,000円減らすから、同意書面にサインしろ

と、強要してきたのです。 

私は納得いかず、組合に加入し、団交の申し入れをしました。すると、3日目くらいに、基本給

減額は撤回すると社長回答があり、とりあえず団交は開催しましたが、結果として現状のままの

労働条件で落ち着きました。 

しかし、法違反はあり、隔週土曜を、労使協定のないまま勤務させていました。そこで、関西

ユニオンから、週の法定時間超過分の未払い賃金の問題や、常時 10人以上の労働者を雇用してい

る事業所における就業規則作成義務違反違等を指摘しました。未払い賃金は、時効に適用になら

労働条件の改善に取り組んだけれど・・・ 
組合員Ｕ 
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ない分は、組合員の私だけに払う、就業規則は、直ちに作成して労基暑に出すとの回答を得まし

た。 

それ以降は、労使協定を結んで年間の変形労働時間制を導入するとのことで、明確な違法状態

の何点かはなくなりましたが、ブラック企業にかわりなく、組合員獲得、労働条件改善のため、

私は組合加入に至った経緯を社内ビラにして何回か配布しまし。また、変形労働時間制導入の際

は労働者代表に立候補しましたが、残念ながら私に投票してくれた人はいませんでした。組合活

動を頑張りましたが、皆、労働条件やパワハラに悩んでいたのに、組合加入せず、転職を選択す

る人が大半で、職場への定着率が非常に悪く、零細企業での組織化がいかに困難か実感しました。 

テレアポの男性社員１名を組合に連れていって加入させましたが、その人は団交開催翌日に社

長から営業成績が悪いと呼び出され、「社長すみませんでした。組合加入して、団体交渉しまし

た」等と社長に謝罪して会社辞めていきました。そんな状況下で、会社に不満持つ社員は次々に

辞めていき、社員数は激減し、30人くらいいた社員は今現在 10人未満になり、会社の売上も低迷

しています。残っている社員は、設立当初からの身内的な社員数名に過ぎず、売上も、社内に活

気もなくなり、人数減った分と比例して、倒産寸前まで、落ち込んでいる感が否めません。 

そんな中、会社が変形労働時間制の労使協定の手続きをしていないことが発覚しました。私は、

この会社に残って組合活動を行い、労働条件を改善していくことに限界を感じていました。とい

うのも、いつ会社が潰れるか分からないような状態だったからです。そこで、大橋さんと協議の

上、決して満足のいく和解ではありませんでしたが、落とし所をさぐり、一定の解決金支払いと

今年９月末退職で合意しました。 

この会社については残念な結果となりましたが、この経験を教訓に新たな職場で組合活動の必

要あれば、展開したいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

闘争報告をさせていただきます。私は神戸北郵便局で非正規社員として働いていますが、些細

なミスをあげつらわれて、今年 3 月から時給を大幅に引き下げられました。これは、私が組合活

動を行ってきたことに対する報復的不利益扱いであると考えています。 

この件に関し、5 月 19 日に立石部長の 4 月からの転勤先の吹田郵便局で抗議活動を、組合員の

方の応援をいただき実施することができました。その後社内の郵政ユニオンにおける、苦情処理

においても評価は見直さないと 1 回目の会議で決まりました。今後は支社において継続交渉にな

りますがかなり時間がかかりそうです。 

同じ神戸北郵便局の期間雇用社員が１年前に配達中にゆうパックを無くしてしまい、2 週間後

に見つかりましたが、保険を使い弁償する事態になったにも関わらず 10 円で済まされています。

本人に聞くと立石部長が見逃してくれたと言い、やはり私に対する嫌がらせなのは明らかです。 

今は 7 月で特に今年は連日の猛暑で、仕事も大変です。9 月になり涼しくなればまた抗議を再

開したいと思っています。とことんやります、楽しみますのでよろしくお願いします。 

不当労働行為を許さない！ どこまでも追及するぞ！ 

ＫＵ執行委員 Ｋ．Ｈ 
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 これまでの機関誌でも取り上げてきましたが、今年 6 月 1 日、ハマキョウレックス事件につい

て、最高裁判所の判決が出ました。この裁判は、非正規労働者に対する不合理な差別の解消を求

めていたもので、最高裁判所は以下の通り各種手当について正社員と契約社員に差を設けること

は不合理であると判断したのです。 

 

〇ハマキョウレックス最高裁判決の学習会 

 7 月 28 日（土）、連帯ユニオン関西クラフト支部と合同で、ハマキョウレックス最高裁判決の

学習会を行いました。ここでは、最高裁判決で認められた手当だけ紹介しておきます。 

手当の種類 契約社員 正社員 最高裁判断 

通勤手当 3000 円 5000 円 不合理である ○ 

無事故手当 なし 10,000 円 不合理である ○ 

作業手当 なし 10,000 円 不合理である ○ 

給食手当 なし 3,500 円 不合理である ○ 

皆勤手当 なし 10,000 円 不合理である ○ 

住宅手当 なし 5,000 円～20,000 円 不合理でない × 

 

〇組合員にアンケート調査実施 

 関西ユニオンでは、この判決を活用すべく、先月の機関誌にアンケート用紙を同封し、組合員

の状況の洗い出しを行っています。今のところアンケートの回収数は 5 件と少ないですが、簡単

に紹介させていただきます。 

まず、賞与についてですが、「ない」が 1 人、「寸志がある」が 3 人、「正社員より少ない」が 1

人でした。正社員にはあるが契約社員にはない手当については、年末年始手当、扶養手当、住宅

手当、皆勤手当などが挙げられていました。また、正社員にはあるが契約社員にはない休暇等に

ついては、夏季休暇、冬季休暇、病気休暇、慶弔休暇などが挙げられていました。5 名の内 3 名

がこうした状況の改善を求めたいと回答しましたが、2 人はどちらとも言えないとの回答でした。 

今後も非正規で働いている組合員の状況の把握に努め、最高裁判決を一つの武器として、不合

理な差別の撤廃に向けて取り組んでいくつもりです。まだ、アンケートに回答していただいてい

ない組合員の方、是非回答してください！ 

 

〇ハマキョウレックス最高裁判決を周知するための街宣 

 なお、ハマキョウレックス最高裁判決を社会的にも周知して、不合理な差別撤廃を一つの運動

にしていくために、関西ユニオンは連帯ユニオン関西クラフト支部と合同で街宣を行っています。

これまでに、7 月 4 日、7 月 23 日に実施した他、今後 8 月 8 日（18 時、南森町）、8 月 18 日（兵

庫県組合員交流会後）、8 月 29 日（18 時、ＪＲ桜ノ宮）で実施する予定にしています。組合員の

みなさんも、是非ご協力ください。 

 

ハマキョウレックス最高裁判決を活用しよう！ 
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地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のた

めの引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域別最

低賃金額の改正のための審議を行うことになっています。つまり、一応制度的には地方最低賃金

審議会で決定する形にはなっていますが、実際には中央最低賃金審議会の目安でほぼ決まりで、

地方では±1 円程度の調整となるのが実情です。 

 

 中央最低賃金審議会の小委員会が 7 月 25 日、最低賃金を全国加重平均で 26 円引き上げるべき

だとの目安をまとめました。目安通り上がれば平均 874 円となります。近畿の最低賃金について

は、概ね以下のようになると思われます。 

 現在 目安 引上げ後 

大阪 909 円 27 円 936 円 

京都 856 円 26 円 882 円 

兵庫 844 円 26 円 870 円 

滋賀 813 円 26 円 839 円 

奈良 786 円 25 円 811 円 

和歌山 777 円 25 円 802 円 

 ※上表は確定ではなく、地方最低賃金審議会を経て±1 円程度の修正はありえます。 

 

 ここ数年来、最低賃金の引き上げが継続的に行われているとはいえ、まだまだ十分なものとは

言えません。例えば、大阪の場合、最低賃金が 936 円に引き上げられたとしても、月の収入は 936

円×170 時間＝159,120 円。ここから社会保険料等を差し引けば、手取り収入は 130,000 円程度

でしょう。和歌山の場合では、802 円×170 時間＝136,340 円であり、手取り収入は 100,000 円

そこそこになってしまいます。これでは将来設計はもちろん、自立した生活すら困難です。 

 自立した生活を営むとすれば、最低でも手取り収入で 20 万円程度は必要だと考えます。額面で

あれば 24 万円程度でしょうか。とすれば、240,000 円÷170 時間＝1,411 円。実際には、時給で

働いている人はコンスタントに月 170 時間働くわけではなく、盆や正月、ゴールデンウィークな

どが入ると労働時間が減り、手取り収入も減ります。ですので、コンスタントに 20 万円の手取り

収入を得ようと思えば 1,500 円程度の時給が必要だと思います。 

最低賃金を直ちに 1,500 円に！ 
 

 

 

～最低賃金の大幅引き上げを！～ 
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現在、私の時給は大阪府の地域別最低賃金 909

円と同額になっていますので、この審議会で話をさ

せて頂くことが私の使命だと感じ、本日はこのよう

な機会を与えてくださり、感謝しています。 

 私は現在、個人経営の店舗で働いています。フル

タイム勤務で、平日の所定労働時間は 1日 7時間、

土曜日の所定労働時間は平日より短く、土曜出勤は

1ヵ月当たり 1、2回あり、平成 30年の所定労働時

間合計は 1,788時間です。1,788時間を時給 909円

で掛けると 1,625,292円、賞与は無いため、通勤費

を除いた税金・社会保険料控除前の予定収入は上記

1,625,292円です。残業はありません。何とか給与

を上げてもらおうと労働組合を通じて交渉してきましたが、全く進展しませんでした。そのため

今のところ、最低賃金がそのまま私の時給になっている状態です。 

別紙＜資料 1＞をご参照ください。給与収入は平成 30年の全所定労働時間分の給与を得られた

ものとして試算しています。135,441円は、年額の 1,625,292円を 12ヵ月で割った、今の私の 1

ヵ月当たりの平均的な賃金です（通勤交通費は別）。しかし、先日の大阪北部地震で鉄道が不通に

なり、遅刻した時間分は給料が支給されていませんし、時間単位の有給休暇は無い為、遅刻・早

退をした時間分は半日又は 1日の年次有給休暇を使わなければ無給となり、既に上記 1,625,292

円より低い金額になっております。 

＜資料1＞の2.に記載しております健康保険料は、大阪府域国民健康保険料（介護保険料含む）」

で試算しています。 

＜資料 1＞の 2.の所得税・市府民税・社会保険料の小計（1ヵ月当たり 33,912円）を差し引い

た後の金額は、1ヵ月当たり 101,529円になります。これは、生活保護の金額より低い額ではない

でしょうか？ もしそうなら、所定労働時間フルタイム働いて、生活保護の金額より実質的に低

い給与というのはおかしいのではないでしょうか？ 

＜資料 1＞の 4.の消費支出 1ヵ月当たり 161,280円は、別紙＜資料３＞政府統計の総合窓口

（e-Stat）（http://www.e-stat.go.jp/data/kakei/index.htm ）「家計調査 / 家計収支編 単身世

帯 詳細結果表（公開(更新)日：2018年 2月 16日）」（総務省統計局）「第 3表 都市階級・地方別

1世帯当たり 1か月間の収入と支出（単身世帯のうち勤労者世帯）2017年」の近畿地方の「消費

支出」と同額です（＜資料 1＞の 4.の内訳金額については、金額を変えましたので同一ではあり

ません）。尚、資料 3の統計につきまして、インターネットに掲載されているオリジナルは印刷す

ると 4ページに及びます。今回は紙面の関係上、「中国・四国」及び「九州・沖縄」を省いており

ます。また、例えば「食料」欄には、「穀類」、「魚介類」、「肉類」…などというように内訳も掲載

ＫＵ組合員が大阪地方最低賃金審議会で意見陳述 
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されておりますが、詳細な内訳も省かせて頂いております。 

 

消費支出が 1ヵ月当たり 161,280円で、他に生命保険料＋医療保険料 1ヵ月当たり合計 10,000

円を支出した場合、月のマイナスが 69,751円になります。これを 1ヵ月当たりの私の平均所定労

働時間 149時間で割ると、時給に換算して 468円となります。1ヵ月当たり 161,280円（消費支出）

＋10,000円（生命保険料＋医療保険料）を確保しようとすると、私の例では時給約 1,400円必要

ということになります。この金額には、預貯金は含んでおりません。 

 次に＜資料 2＞をご参照ください。ちなみに時給 1,400円の場合、同様に概算で試算すると、通

勤費を除いた税金・社会保険料控除前の予定年収は 2,503,200円で、これを 12ヵ月で割ると

208,600円になります。時給 1,400円の場合、所得税、市府民税、雇用保険料の金額が増えますの

で、所得税、市府民税、雇用保険料、健康保険料（大阪府国保）、国民年金保険料の合計額は 1ヵ

月当たりの平均が 41,608円になります。＜資料1＞の 4.の「単身で生活する場合の消費支出＋（生

命保険料＋医療保険料）」の 1ヵ月当たりの金額 171,280円を同一にすると、時給 1,400円でも 1

ヵ月当たり約 4,300円の赤字が出ます。 

尚、現在加入している私の社会保険は雇用保険、国民健康保険（介護保険を含む）＋国民年金

ですが、全国健康保険協会の健康保険と厚生年金保険の場合に置き換えると、私の現在の時給 909

円の場合では社会保険料の負担が下がりますが、時給 1,400円の場合は逆に社会保険料の負担が

上がります。 

 私は現在、親と同居していますのでなんとか生活できていますが、もし今後自分で家を借りて

単身で生活することになれば、前述の＜資料 1＞の試算のように毎月赤字が出ます。退職金もあり

ませんし今は厚生年金にも加入していませんので、将来の公的年金も金額が少なく不安です。ま

た、老後は成年後見制度を利用するとなると、通常、別途費用がかかりますし、単身世帯は何か

につけて 1人当たりの消費支出がかさみます。 

また、現在子育て中の一人親世帯で最低賃金に近い給与で働いている人は、殊のほか厳しい状

況だと想像します。 

新聞報道によると、今月（7月）25日、厚生労働省の中央最低賃金審議会で、2018年度の最低

賃金を全国平均で 26円引き上げ、最低賃金の全国平均は 874円とする目安が決まりました。最低

賃金引き上げ額の大阪府の目安は 27円とのことです。 

最低賃金を決めるにあたっては色々なことを考えなければならないと思いますし、最低賃金を

一度に大幅に上げるのは難しいと思いますが、今日お集まりの皆さまには、是非、最低賃金で働

いている者の気持ちを真剣に受け止めていただきたいと思います。私の生活、目標、老後の資金

もかかっています。 

25日に発表された 2018年度の最低賃金引き上げの目安金額より、できるだけ多く引き上げられ

ることを望みます。 

以上 

 

※紙数の関係で、資料は掲載しておりません。ご了承ください。 
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 下記の文章は、仲村ＭＵ書記長がネットワークユニオン東京結成 20周年に寄せて書いたもので

すが、管理職ユニオン・関西のこれまでの歴史を振り返り、コミュニティ・ユニオンの今後を展

望する内容となっています。非常に分かりやすくまとめていただいているので、掲載することと

しました。 

 

 

ネットワークユニオン東京のＴ書記長と組合員の皆様へ 

 

ネットワークユニオン東京結成 20周年記念企画の開催をお祝い申し上げます。 

私たち管理職ユニオン･関西の昨年 6 月の「結成 20 年の集い」にＴさんに駆けつけてもらった

お返しに、参加できない不義理をお詫びします。 

お互いに、東京管理職ユニオンから独立したユニオンという出自を持ちます。私たちの独立は

1998年 5月末でしたので、ＮＵ東京の独立の方が少し先だったと思います。 

残念ながら管理職ユニオン運動は全国化しませんでした。名古屋の解体、東京の分裂、私の友

人が岡山で管理職ユニオンを結成しましたが解散、それ以外は管理職支部的なものは名乗ってい

るようですが、あまり活動を聞きません。分裂後の東京は、東京統一管理職ユニオンとお付き合

いをさせてもらっています。 

華々しく登場した管理職ユニオンも、リストラ解雇の吹き荒れた時代背景をくぐり、今日では

マスコミ登場も激減しました。管理職ユニオンの必要性は、個別の問題もありますが、企業内組

合で経営権の無い管理職層が非組合員となる労働協約となっていますから、組織対象としてはあ

ります。 

現在の私たちの活動では、不利益を受けた管理職、それを応援するために加入してくれる管理

職という事例がありますが、管理職層の組織化というまでには至りません。過去には、10 名程度

のまとまった管理職の解雇・退職勧奨の事例もありましたが。 

以上のことからみて、管理職ユニオン運動の組織展望はありません。フランスで管理職の労働

組合があるときいていますが、右派だそうです。 

理屈上は、細々でも全国的必要性はありますが、今日の社会的影響力の低下した労働運動の中

で、管理職ユニオン運動の全国化に重点をおく必要はないと考えています。 

管理職ユニオン･関西の結成後は、管理職を中心にそれにこだわらず組織してきましたが、ここ

3年の方針は原則として管理職･中高年令労働者を組織対象とすることとしました。 

15年前に併設した非正規労働者対象のユニオンに、低所得者正社員も組織対象とした「関西ユ 

 

～ネットワークユニオン東京結成２０周年に向

けた挨拶～ 
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ニオン」に名称を変更し、この組織拡大に私は力を入れてきました。管理職ユニオンに相談に来

た正社員でも、低所得者は「関西ユニオン」に加入をしてもらっています。 

 

関西では、管理職ユニオンもまだ知名度があり、特別宣伝しなくてもそれなりの相談者はあり

ます。その結果もあり、実数 200名は維持しています。 

争議も 3 件、エルライン（大阪府摂津市本社）という物流会社の部長職から現場運転手への配

置転換、メンタル病になりさらに冷凍物流仕分場に配転され不利益扱いを許さない争議、豆腐の

製造販売の但馬屋食品（兵庫県伊丹市本社）の工場閉鎖･残業代の未払い請求争議、水管理の法人

の光明池土地改良区（大阪府泉大津市本部）のでっち上げ懲戒解雇撤回争議、を闘っています。3

件とも裁判･労働委員会での争いと、社長宅や本社・工場などへのデモや情宣の抗議活動をおこな

っています。抗議行動に対し経営者は、抗議活動禁止を求める仮処分をかけてきており、和解で

切り抜けたり、仮処分決定で争議範囲制限を受けていますが闘いを継続しています。 

管理職ユニオン･関西と関西ユニオン、2つで一つという考え方でやってきました。団交、行動、

労働委員会（弁護士に依頼せず結成以来、自分たちでやっている）と結構忙しい毎日です。 

 

話は少し変わりますが、私は 2005年に書記長を降りました。亡くなった大浜さんに書記長を譲

り、関西生コン支部などの組合と「ＮＰＯ非正規労働者のための協働センター」を結成し、その

専従活動に重心を置きました。 

関西生コン支部内の生コン関連以外の労働者の組織化・団交指導、未組織労働者の労働相談と

ユニオンへのつなぎなどに着手しました。ＮＰＯ関西仕事づくりセンターの結成もこの頃です。 

関西生コン支部などと労働運動のこれから、あえて言わしてもらえれば「階級的再生」を、具

体的なプランとして開始したのです。 

2011年、大浜書記長の病気でとりあえずのピンチヒッター村上書記長となりました。この村上

が翌 2012年に、私が支持していた委員長の対抗馬として立候補し落選しました。村上は専従書記

長でしたが、落選後、労働者として雇用されていたからその地位と給与を払えと裁判を起こしま

した。 

私は活動家として、立候補して負けたら当然専従で無くなり、支持者を引き連れて別組合をつ

くるか、一組合員として活動するかしかありえないと考えていました。 

私の常識とまったく違うことが起こったのです。青天の霹靂でしたが、村上を追い出し、裁判

に対応するため、私は書記長に復活しました。 

残念ながら軌道に乗っていたＮＰＯ活動を停止せざるを得なくなりました。 

2005 年に私が書記長を降りたのは、管理職ユニオン運動も含む個人加盟ユニオンの限界をどの

ようにして突破していくのかを考えての、私なりの踏み出しでした。 

2012 年の 11 月の大会での書記長復活後、管理職ユニオン･関西と関西ユニオンの統合検討、ま

た他方で関西生コン支部内の生コン関連以外の労働者の独立支部形成の提起などをしました。 

コミュニティユニオンは、初期のころは次なる労働運動として期待や持ち上げもありました。

しかし実態は、組織維持･専従維持が出来なくて解体していく事態も発生しています。詳しく述べ

ませんが、今のままではまったく展望がないというのが私の結論です。 
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そこでこの 3年ほど、私は 2つのことを提起し支持者もでき、具体化をしています。 

一つは、昨年 6 月東京で結成された「業種別職種別ユニオン運動」研究会です。私の問題意識

は簡潔に言うと、企業内組合批判を続けてもその対抗する組織方針を持たないと階級的労働運動

の再生は無いということでした。関西生コン支部が業界を規定する運動、関東では「特殊」と扱

われる関生型といわれる運動を企業別ユニオン運動に対抗する組織方針として普遍化・一般化し

ていく運動の本格的開始です。同じ問題意識をもっている学者や活動家にも出会いました。 

この「業種別職種別ユニオン運動」研究会の活動に興味を寄せていただきたいと思います。Ｎ

Ｕ東京は、例えばＳＥ・ＩＴの未組織労働者の組織化に重点をそしてその業界の経営団体への申

し入れを開始するとかです。 

関西では、研究より運動ということで『関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会』を結成し、

これから活動を始めます。 

 

もう一つは、私が委員長の「関西ユニオン」と、連帯ユニオン関西生コン支部から 2 年前に独

立した「連帯ユニオン関西クラフト支部」との団結・統合です。どちらのユニオンも駆込み寺で

す。しかし意識して業種･業界･職種のグループ活動をしています。職場での複数化と同時に業種･

業界への宣伝活動などを通して業界労働者の組織という本来的な労働組合の組織活動に切り替え

つつあります。この 2 つのユニオンの統合を５月の関西ユニオンの定期大会方針として決めまし

た。11月 18日に統合大会を開催します。 

 各々100名程度のユニオンですが、器を大きくし業種･業界グループ数を増やし、専従を増やし、

万一の支援体制も確保できることになります。そして、組合員の拡大、職場の組織化、業種･業界

への影響力をめざす成果をあげることによって、注目と具体的方針として普遍化してくれればと

思っています。 

 私は、新しい組織の活動には参加せず、顧問になってくれとはいわれていますが、新しい力の

活動に期待しています。 

 

 ＮＵ東京の 20年記念企画、おもしろそうな内容も共有したいと思います。 

私の後継者であった専従は、統合ユニオンの専従になります。今後の管理職ユニオン･関西をど

うして行くかを、70才の私の専従はいつまでか、組合員と相談して決めていこうと思っています。 

政治的なことは書きませんでしたが、今までどおり活動するつもりです。 

ＮＵ東京の組合員のみなさん、職場で組合員を増やす活動をしましょう。また、お会いしたい

と思います。 

 

２０１８年６月２９日 

管理職ユニオン･関西 

書記長 仲村実 
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数奇なる人生には数奇たらしめる激動の時代と舞台

が必要であり、『赤い月』の主人公森田波子は、その人

生の浮沈を満州国で体験する。 

 

「五族協和」「王道楽土」の大義名分のもとに建国さ

れた満州国（1932年～1945年）は、心地良く耳に響く

理念とは裏腹に、その実態は日本帝国の中国大陸への

露骨な侵略であった。 

大正９年（1920年）、連合艦隊が小樽に入港したとき、

波子は後に夫となる勇太郎と出会う。ふたりは結婚し、昭和１０年（1935年）満州国の牡丹江へ

と移り住む。森田勇太郎は関東軍のバックボーンを得て森田酒造を興し、関東軍御用達の事業だ

から繁栄を極めるのは当然の成り行き、だがしかし、栄耀栄華は束の間であった。 

昭和２０年（1945年）８月９日未明、ソ連軍が参戦して北方から侵攻してくるや、瞬時にして

王国は瓦解してしまう。傲岸な支配者は、夜が明ければ卑屈な逃亡者と成り下がり、ハルビンに

向かう避難列車に乗る羽目になる。潰走する敗者たちにあっても、弱肉強食の原理は厳然と存在

する。生き残るためには他者の骸を踏み台にしなければならないのだ。 

果たして、森田波子は被害者だったのか。加害者なのか被害者なのか劃然と分けて判定するこ

とはできない。時代の混沌のせいにするのは安易というべきだろう。ともかく、波子は想像を絶

する辛酸を嘗めながらも生き残り、東寧から日本への帰還船に乗ることができた。昭和２１年の

ことである。 

さて、考えさせられるのは「国家とは何か？」である。望むと望まざるにかかわらず、国民は

国家に帰属し依存する。国家が暴走したとき、国民も暴走する。すなわち、国家の暴走とは国民

の暴走であり、暴走は愛国という糖衣に包まれている。 

大正９年連合艦隊が小樽港を訪れたとき、日露戦争の日本海海戦大勝利の余韻が漂う歓迎であ

った。国民は強力な軍隊を持つ国家を称揚した。強い国家は植民地を有する。当然、国民は植民

地を睥睨する視線を持つ。満州国とは傀儡国家であり日本国の植民地であった。そして、昭和２

０年（1945年）８月１５日、日本国はポツダム宣言を受諾する。敗北した国家は戦勝国の要求に

従わざるを得ない。ポツダム宣言第八項「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等

ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」の規定に則り在外居留民を放擲する。棄民である。中国大

陸に残された日本国民は国家の保護を失ってしまう。 

 

なかにし礼著「赤い月」は組合員Ａさんからの推薦です。 

なかにし礼氏の実体験をもとにしているというだけあって濃厚で読み応え十分です。 

「赤い月」上下二冊、組合事務所の書架にあります。 

 

～名著紹介～ 

『赤い月』なかにし礼 新潮社上下二冊 
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以前フィリピンの不動産ディベロッパーの社長さんからゴルフを勧められて、そのことを日本

にいる知人に話したら、「そら始めるしかないやろ！ さあ一緒に練習や！」ということになりま

した。ドライバーと 8 番アイアンを入手して、近くの練習場で練習に励んでいます。 

いままではゴルフはお金がかかるということで「ゴルフにかけるお金を株式に投資した方がい

い」との判断でゴルフは一切しませんでした。ところが最近お付き合いさせていただいている方々

のなかにはゴルフが大好きな方々がいっぱいいらっしゃいます。これはいよいよ始めないと思う

ようになっていたところへ機会が訪れました。まだコース回ったことはないのですが、ミニコー

スから始めて何とか近いうちに日本とフィリピンゴルフコースデビューを果たしたいと思ってい

ます。 

そこで組合員の皆さんのなかで、不要になったアイアンセットやキャディバックをお譲りいた

だけないでしょうか。古いもので結構ですし、お商売ではないのでその後使用状況も報告します。

併せて一緒にプレーしていただける方も募集です。こちらは私が実力をつけていかないとお断り

されてしまうかも。（笑） 

さて、昨年12月に会社でTOEICの試験がありました。

それまで私には受験の御呼びがかからなかったのですが、

そのときは私にも受験するようにとのことでした。

TOEIC は以前から受験してみたいと思っていたので願

ってもないことでした。「受験料が浮くわい」と喜んで受

験したのですが、帰ってきた点数をみて大ショック！こ

んな点数しか取れないのかと目の前が真っ暗になりまし

た。そこで現在 TOEIC の受験対策の勉強に励んでいま

す。会社の仕事には全然必要ないのですが、個人事業主

でやってる海外不動産は現地調査が命なので英語の実力

がないと満足な仕事ができません。TOEIC の勉強に励

んでいる方々は積極性のある方が多く見受けられます。

そういった方々と話題を共有できるのも嬉しいです。日

本人も含めた多くのビジネスマンにちゃんとした英語だ

と思われる表現や言い回しとか、品位をなくさない中で

の砕けた会話などを習得したいと思います。 

ゴルフも TOEIC もビジネスマンとしてのステージを

上げるための投資です。練習や努力が期待を裏切らない

世界です。改めて積極的な人生を目指します。 

 

 

Mr.K のあれこれエッセイ第 34 回 

使わなくなったアイアンセットをお譲りください！ 
 

フィリピン×TOEIC×ゴルフ＝明るい未来！ 
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新入組合員学習会 
入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？ 労働組合はどんな権利を持っていて、

何ができるのか？ 団体交渉の進め方など、さしあたりすぐに知っておいた方が良いことを中心

にレクチャーします。応用編では、職場での組合活動、労働条件改善、不当労働行為などについ

てレクチャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、そうでない方もどんどんご参加く

ださい！ 

新入組合員学習会（入門編） 8 月 18 日（土）14 時～ ＠組合事務所 

新入組合員学習会（中級編） 8 月 24 日（金）19 時～ ＠組合事務所 
 

 

ハマキョウレックス最高裁判決街宣 
●ハマキョウレックス街宣にご参加を！ 

日時：8 月 8 日（水）18 時～19 時 ＠南森町交差点にて 

8 月 18 日（土）兵庫県組合員学習交流会終了後 

8 月 29 日（水）18 時～19 時 ＪＲ桜ノ宮 
これから毎月1～2回のペースでハマキョウレックス最高裁判決にかかる街宣を実施していく予

定です。前回、7月 4 日には総勢 14 名で大々的に行いました。今回もできるだけ大勢で行いたい

と思います。組合員に皆さん！ 是非、ご協力を！ 

 

 

映画を観よう！（連帯ユニオンクラフト支部との合同企画） 

○上映会「太陽を盗んだ男」（監督 長谷川和彦） 

中学校の理科教師である城戸誠（沢田研二）は、茨城県東海村の原子力発電所から液体プルト

ニウムを強奪し、アパートの自室でハンドメイドの原爆を完成させた。そして、金属プルトニウ

ムの欠片を仕込んだダミー原爆を国会議事堂に置き去り、日本政府を脅迫する。 

8 月 25 日（土）15 時～ 組合事務所 

○上映会「12 人の怒れる男」（監督 シドニー・ルメット） 

父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、陪審員が評決に達するまで一室で議論する様子を描く。 

法廷に提出された証拠や証言は被告人である少年に圧倒的に不利なものであり、陪審員の大半は

少年の有罪を確信していた。全陪審員一致で有罪になると思われたところ、ただ一人、陪審員 8

番だけが少年の無罪を主張する。彼は他の陪審員たちに、固定観念に囚われずに証拠の疑わしい

点を一つ一つ再検証することを要求する。 

9 月 22 日（土）15 時～ 組合事務所 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E7%94%B0%E7%A0%94%E4%BA%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E5%A0%82
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兵庫県組合員交流会 
日時：8 月 18 日（土）14 時～  場所：三宮勤労会館 

内容：不当労働行為申立書作成実務編(１) 講師 仲村書記長 

不当労働行為申立書の書き方を実践的に学習します。労働委員会に救済申立てをしようかと考

えている組合員の方は、こぞってご参加してください。一度自分で申立書を書いてみて、皆で添

削してもらえば一番勉強になると思います。 

※終了後、ハマキョウレックス最高裁判決街宣と交流会あり 
 

 

「働き方改革」法案成立・労契法 20 条最高裁判決 

労働組合はいかに向き合うか 
日時：9月 15日（土）15 時～17 時 

場所：エルおおさか南館 734号室 

講師：大阪労働者弁護団 中島光孝弁護士 

参加費：未定 

主催：コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク 

無期雇用をめざせ！更新ストレスさよならキャンペーン 
 

シニアグループ企画「農業体験」！ 
 最近、高齢者の健康増進、生きがい創出などの面で農の活動が注目されています。そこで、シ

ニアグループとして今回兵庫県の農家を訪ね、日本人にとって身近な主食であるお米の稲刈りを

企画しましたので、高齢者だけに限らず若い方も是非こぞって参加して下さい。 

日  時：9 月 29 日㈯～9 月 30 日㈰ 一泊二日(雨天は稲刈りは中止) 

場  所：兵庫県養父市農家(仲村書記長の知人の方にお世話になります) 

交通手段：組合の方のマイカー又は電車(調整中) 

活動予定：29 日の午前中に現地到着し、予めセッティング頂いた田んぼにて稲刈り体験した後、

近所の道の駅にて入浴。そして農家の方の別宅にて懇親会と宿泊、翌 30日に帰宅予定。 

持 参 品：汚れても良い作業着、着替え、洗面用具 

そ の 他：ご家族連れ歓迎。費用は交通費、食事代含めて、お一人 5千円前後。 
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産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談 
 産業カウンセラーの上田雄二さんが、組合員のメンタルヘルス相談に乗ってくれます。上田さ

んは、労働組合の経験も豊富で、大阪府の総合労働事務所でも相談員として活躍されていました。 

労働者の立場に立って相談に乗ってもらえます。ストレスで押しつぶされそうになっている方、

一人で耐え続けていても、出口はありません。お気軽にご相談ください。 

 相談を希望される方は組合までご連絡を！ 

 相談予定を調整します。 

 

 

 

 

～メタボ解消！ 遊歩会～ 

ポンポン山から西国三十三カ所霊場前峰寺 
9 月 9 日（日）9 時 50 分  ＪＲ高槻駅改札 

～遊歩会 10 月企画～ 

遊歩会最高峰 金剛山にアタック 
10 月 14 日（日）9 時 50 分  近鉄長野線富田林駅改札 

 

 

 

コミュニティ・ユニオン全国交流集会 in 盛岡 
日時：10 月 6 日（土）13：30～10 月 7 日（日）12：00 

場所：岩手県盛岡市 つなぎ温泉 ホテル大観 

参加費：16000円程度  参加費は組合が全額負担する予定です。 

但し、交通費は各自負担になります。 

交流集会は 10月、申し込み締め切りは 8月末で、まだ先ですが、連休と重なっているため、交

通機関の手配を早めに行う必要があります。関西からの交通手段としては、飛行機（伊丹－花巻）

がベストかと思いますが、すでに先行予約チケットに売り切れが出ている状態です。参加を希望

される方は、早目に組合までご連絡ください。 

 


